
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故対応 

事 故 対 応 フ ロ ー

 

１．事故が発生したと考えられる状況が発生したら、加入者様は当団体まで速やかにご連絡ください。 

  ご連絡時に保証書をお手元にご用意ください。 

２．事故原因調査を当団体・保証協力会社及びその専門査定機関が実施し、加入者様への調査報告を行います。 

３．調査の結果等により保証対象となった物件については、修復内容・修復費用の査定及び協議を加入者様と

当団体・保証協力会社及びその専門査定機関で行います。 

４．保証対象外又は免責事項に該当した場合の事故原因調査料は加入者様のご負担となる旨、ご了承ください。 

 

不同沈下障害の可能性がある場合 

当団体の調査・基礎判定・補強工
事の瑕疵による不同沈下事故 

報告書の提出及び事故原因の究明

事 故 原 因 調 査

事故原因の調査依頼

修復方法検討・見積

査 定 及 び 協 議

修 復 工 事 の 実 施 調 査 費 用 の ご 請 求

保証対象外又は免責事項に該当

基礎施工時の地業写真・お引渡し日の確認できる書類のご提出 

※建物外周部でのレベル計測を行っておいてください 


